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（
国
土
交
通
委
員
会
）

賃
借
人
の
居
住
の
安
定
を
確
保
す
る
た
め
の
家
賃
債
務
保
証
業
の
業
務
の
適
正
化
及
び
家
賃
等
の
取
立
て
行
為

の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
六
号
）
（
先
議
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
賃
貸
住
宅
の
家
賃
等
に
係
る
債
権
の
取
立
て
に
関
し
て
不
当
な
行
為
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、

賃
借
人
の
居
住
の
安
定
の
確
保
を
図
る
た
め
、
家
賃
債
務
保
証
業
及
び
家
賃
等
弁
済
情
報
提
供
事
業
の
登
録
制
度
の
創
設
、
家

賃
関
連
債
権
の
取
立
て
に
関
す
る
不
当
な
行
為
の
禁
止
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一
、
家
賃
債
務
保
証
業
の
登
録
制
度
の
創
設

１

家
賃
債
務
保
証
業
（
賃
借
人
の
委
託
を
受
け
て
家
賃
の
支
払
に
係
る
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
を

い
う
。
）
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

１
の
登
録
を
受
け
た
家
賃
債
務
保
証
業
者
に
対
し
て
、
保
証
委
託
契
約
（
当
該
業
者
が
賃
借
人
と
締
結
す
る
契
約
で
あ

っ
て
、
当
該
業
者
が
賃
借
人
の
家
賃
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
を
賃
借
人
が
委
託
す
る
内
容
の
も
の
を
い
う
。
）
の
締
結
前

及
び
締
結
時
に
、
保
証
期
間
・
保
証
金
額
等
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
契
約
の
相
手
方
に
交
付
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
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る
ほ
か
、
業
務
に
関
し
て
、
無
登
録
営
業
の
禁
止
、
名
義
貸
し
の
禁
止
、
暴
力
団
員
等
の
使
用
の
禁
止
、
誇
大
広
告
の
禁

止
、
帳
簿
の
備
付
け
等
に
係
る
規
制
を
行
う
。

３

１
の
登
録
手
続
、
登
録
拒
否
要
件
、
国
土
交
通
大
臣
の
監
督
等
に
係
る
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

二
、
家
賃
等
弁
済
情
報
提
供
事
業
の
登
録
制
度
の
創
設

１

家
賃
等
弁
済
情
報
提
供
事
業
（
家
賃
債
務
等
の
過
去
の
弁
済
に
関
す
る
情
報
（
家
賃
等
弁
済
情
報
）
を
収
集
し
、
賃
貸

住
宅
の
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
等
に
提
供
す
る
事
業
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
事
業
）
を
い
う
。
）
を
営
も
う
と

す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

１
の
登
録
を
受
け
た
家
賃
等
弁
済
情
報
提
供
事
業
者
（
以
下
「
登
録
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
事
業
の
開
始

前
に
業
務
規
程
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
ほ
か
、
業
務
に
関
し
て
、
家
賃
等
弁
済
情
報
の
本
人

へ
の
開
示
義
務
、
秘
密
を
守
る
義
務
、
記
録
の
保
存
等
に
係
る
規
制
を
行
う
。

３

登
録
事
業
者
に
家
賃
等
弁
済
情
報
の
提
供
を
す
る
者
に
対
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
家
賃
等
弁
済
情
報
に
係
る
賃
借
人

の
同
意
を
得
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。

４

登
録
事
業
者
に
家
賃
等
弁
済
情
報
の
提
供
を
依
頼
す
る
者
に
対
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
家
賃
等
弁
済
情
報
に
係
る
賃
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借
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
ほ
か
、
提
供
を
受
け
た
家
賃
等
弁
済
情
報
の
目
的
外
利
用
を
禁
止
す
る
。

５

１
の
登
録
手
続
、
登
録
拒
否
要
件
、
国
土
交
通
大
臣
の
監
督
等
に
係
る
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

三
、
家
賃
関
連
債
権
の
取
立
て
に
関
す
る
不
当
な
行
為
の
禁
止

家
賃
債
務
保
証
業
者
、
賃
貸
事
業
者
、
賃
貸
管
理
業
者
な
ど
家
賃
関
連
債
権
の
取
立
て
を
す
る
者
は
、
当
該
取
立
て
を
す

る
に
当
た
っ
て
、
人
を
威
迫
し
、
又
は
次
に
掲
げ
る
言
動
そ
の
他
の
人
の
私
生
活
若
し
く
は
業
務
の
平
穏
を
害
す
る
よ
う
な

言
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

１

賃
貸
住
宅
の
出
入
口
の
戸
の
鍵
の
交
換
等

２

賃
貸
住
宅
内
の
物
品
の
持
ち
出
し
等

３

社
会
通
念
に
照
ら
し
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
時
間
帯
に
お
け
る
訪
問
・
電
話
等

４

賃
借
人
等
に
対
し
１
か
ら
３
の
言
動
を
す
る
こ
と
を
告
げ
る
こ
と

四
、
罰
則
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


